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オール東京 62 市区町村共同事業 

「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」 

共同宣言ならびに共通ロゴ発表式について 

 
都内の 62 市区町村は、東京のみどり保全や温室効果ガス削減に連携・共同し

て取組むため、オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロ

ジェクト」（略称：オール東京Ｅプロジェクト）を推進しています。 

このたび、「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」を推進していくにあたっ

て共同宣言を採択するとともに、公募をもとにした共通ロゴを決定いたしまし

た。 

つきましては、１０月３日（水）に別紙のとおり発表式を行いますので、お知

らせいたします。 

なお、ご出席の場合は、下記担当に１０月２日（月）までにご連絡ください。 

 
 

 
 
 

【取材申込み先】 

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋３－５－１

財団法人 特別区協議会 事業部事業推進課

担当  飯  塚、海老原

℡03－5210－9067、9068
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」 

共同宣言発表式ならびに共通ロゴ発表式次第 

 

10 月 3 日（水） 場所：東京区政会館 20 階 

                       東京都千代田区飯田橋３－５－１  

 

１ 共同宣言発表の部 16：00～（推進会議委員、受賞者・保護者） 

オール東京６２市区町村共同事業推進会議会長による「みどり東京・温暖

化防止プロジェクト」共同宣言の発表 

 

２ 共通ロゴ発表の部 16：10～（推進会議委員、受賞者・保護者） 

＜開 会＞ 

１）オール東京６２市区町村共同事業推進会議会長の挨拶 

２）オール東京６２市区町村共同事業推進会議会長による表彰状および記

念品の授与 

３）最優秀賞作品作者による受賞者代表挨拶 
＜閉 会＞ 

記念撮影 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「オール東京 62 市区町村共同事業推進会議」 

  特別区長会、東京都市長会及び東京都町村会の 62 市区町村共同事業を、機動的で効率的に

推進するため、それぞれの団体の代表により構成する意思決定機関です。 

 

推進会議委員 

 多田 正見（会長・江戸川区長）、尾又 正則（副会長・東大和市長）、青木 國太郎（日の出町長） 

 中山 弘子（新宿区長）、黒須 隆一（八王子市長）、広瀬 定昭（御蔵島村長） 

吉住   弘（台東区長）、星野 繁（清瀬市長） 

矢田 美英（中央区長）、矢野 裕（狛江市長） 

高野 之夫（豊島区長）、馬場 弘融（日野市長） 

青木 勇（葛飾区長） 

 

 

 

 

 

 



《報道関係の受付開始時間》 15：30 

20 階で受付の上、会場にお入りください。 

会場での席及びカメラ設置場所等は下記のとおりです。 

 

 

≪共同宣言及びロゴ発表式会場≫ 

報道カメラ設置エリア

報

道

関

係

席 

関

係

者

席 

保

護

者

席 

受賞者 

パネル展示 

演台・花 

吊り看板
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出席者・・・・推進会議の委員（該当区市町長 １３名中 ７名出席） 
受賞者・・・・７名（他保護者 4 名）予定 
              最優秀賞  １名 

優秀賞   ｢小学生の部｣２名、「中学生の部」２名 
「大学・専門学生の部」2 名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



【参考資料】 

平成 19 年度オール東京 62 市区町村共同事業 

「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」（概要） 

[Project.1 共同行動･連携による普及･啓発] 

Ⅰ みどり東京・温暖化防止キャンペーン 

1 地域へのメッセージ 

  都内６２市区町村が、「自然環境保護」及び「地球温暖化防止」という共通目的の

実現のために、それぞれの地域特性を生かしながら行動します。 

２ 子どもたちへのメッセージ ＝短編アニメーションの作成＝ 

   温暖化防止・自然環境保護をテーマとしたアニメーションを作成し、環境用教材

として利用できるよう都内の小学校等に配付します。  

Ⅱ  みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成 

自然環境保護及び地球温暖化防止についての普及・啓発を図ることを目的とした各

市区町村の自主事業に、1 市区町村 100 万円を上限として交付します。 

Ⅲ みどり体験交流事業 

東京にある森や里、海で自然を体験することにより、自然環境のことをより身近に

感じ、考えられるようにし、自然環境保護の将来の理解者を育成します。 

[Project.２ 情報の共有、相互利用環境の構築] 

Ⅰ  温室効果ガス標準算定手法の共有化推進 

京都議定書発効に伴い、市区町村は「地球温暖化対策地域推進計画」を策定し、① 温
室効果ガスの現状把握と将来推計、② 排出量削減対策、③ 削減目標の設定に取り組

むことが求められています。１８年度に作成した特別区版温室効果ガス算定手法を、

２０年度の市部への拡大版に向け、再検証を行います。 

Ⅱ 情 報 提 供 シ ス テ ム の 構 築 

みどり東京・温暖化防止プロジェクトの周知、地域への普及・啓発、情報交換・交

流等の場とするため、ホームページを開設します。 

[Project.3 市区町村横断での活動の場の提供] 

市区町村職員共同研修の実施 

市区町村の職員が同一の共同研修を受けることにより、共通課題についての理解、

認識を深めます。また、この研修を契機に市区町村の連携した横断的な活動につなげ

ていきます。 


